新潟県観光振興条例（仮称）検討委員会（第2回）議事概要
日時：平成20年10月2日（木）10:30～12:00

場所：新潟県トラック会館401会議室

【次　　第】

１  開会

２  県あいさつ（坂巻観光局長）

３　議事
　　(1) ９月県議会での議論について

　　(2) 修正した条例骨子案について
　　(3) 条例素案について
　　(4) その他
【議事概要】

○事務局から観光振興条例（仮称）に係る９月県議会の概要、知事記者会見の概要、前回委員会で委員から出た意見や庁内関係課からの意見をもとに修正した条例骨子案、修正した条例骨子案に基づく条例素案などについて説明。
≪骨子案（修正後）についての意見≫
永山委員長　　前回の意見が反映されていないところはあるか。
土屋　委員　　前回の意見がきちんと反映されている。
（鈴木代理）

永山委員長　　市町村等の役割についてはどうか。
森　　委員　　このような表現であるなら問題はない。
（丸山代理）

≪条例素案についての意見≫
永山委員長　　「第１　前文」に対する意見を伺う。

古賀　委員　　「県民一人一人が・・・・担い手としての意識を育む」とあるが、おもてなしで温かく迎える県民の意識が必要ではないか。
青山　委員　　観光が魅力ある地域づくりにつながるという表現があるが、どうつながるのかが不明確であり、県民には理解しづらい。観光は何々だから地域活性化につながるといった表現が必要。
永山委員長　　新潟県及び県民は来訪者に対するホスピタリティーを支柱としているといったニュアンスを最初に言及した上で、その後に観光などの説明をする必要があるのではないか。
事務局　　　　県民意識の中でおもてなしが読み取れるような文章について修正したい。また、最初の文章についても、県民が観光というものをより理解していただける形で文章を修正する。観光の本質を説き起こすような形で修正する。
永山委員長　　「第２　目的」について意見を伺う。
吉川　委員　　県民の誇りの醸成に関する記述を入れるべきである。地域の文化や風習に誇りを持った人々が幸せそうに暮らしている姿を訪れた観光客は見て幸せに感じる。「観幸」「感幸」という表現もでき、幸せを感じる観光がリピートに繋がるはず。条例制定は新潟ファンづくりのためのものであると思うので、条例や行動計画にも県民の誇りやその仕組みづくりを念頭においてほしい。

事務局　　　　意見を反映する形で、表現を工夫する。行動計画にも位置付けたい。
永山委員長　　「第３　基本理念」について意見を伺う。先ほどの事務局からの説明にもあったように、条例の表現の性質上、「･･･しなければならない」と表現に変更されている。
小川　委員　　前回の意見が反映されており、「･･･行わなければならない」といった表現は許容範

（本間代理）　囲である。
高橋　委員　　条例を制定するからには漠然としたものではなく、やるんだという意識付けが必要であることから、「･･･しなければならない」と表現は良いこと。
古賀　委員　　４の「歴史、文化、食、自然」という表記は、「自然、文化、歴史、食」の順に表記するのが普通である。同様に、５の「安全・安心で、かつ満足」ではなく、「満足かつ安全・安心」の方が良いのではないか。観光客はまず満足を求めるものである。
事務局　　　　意見を反映する。
永山委員長　　「第４　責務・役割」について、「(1)共通の責務」が「第３　基本理念」の前文に記載が移っている。従って、「１　県の責務」から始まっている形になっている。これらを踏まえ、「第４　責務・役割」について意見を伺う。
古賀　委員　　次の「第５　施策の基本方針」とも関係するが、「３　県民の役割」の中に『観光情報の発信』に努めるというのがあるが、他のところでも『観光情報の発信』を付け加えるべき。例えば、情報をインフラと考えれば、「第５　施策の基本方針」にある交通インフラの整備の中にも、観光情報の発信を入れられるのでは。観光情報の発信は、「３　県民の役割」の中に入れても良いが、「第５　施策の基本方針」にも入れてはどうか。
事務局　　　　どこの場所にどう表現するかは今の段階では言及できないが、意見を反映できるように修正したい。
佐藤　委員　　施策の推進に当たってはハード・ソフトの両面から進めなければならないとあるが、（和田代理）　ソフトの中には人材育成があり、特に新潟では観光カリスマの方々が活躍されてお
り、この方々を中心として人材育成をやるのか。誰がどうやって行うのか。県民の自助努力に委ねるということでいくのか。行動計画に記載すべき事柄かもしれないが、その辺の見解はどうか。
事務局　　　　人材育成については、行動計画の中で項目を立てていきたいと考えている。
　　　　　　　手法にはいろいろなバリエーションがあり、観光カリスマにお手伝いいただいて人材づくり塾のようなものを創るのか、学校教育のなかで観光の素材を取り上げるのかなどを含めて検討し、位置付けていきたい。行動計画の中で具体化を図りたいと考えている。

古賀委員　　　組織について、観光協会を含め、改編の時期にきている。国土交通省が提唱しているＡＴＡのような、地域で観光振興の中核的役割を果たす団体の育成などが広がっている。また、市町村合併などで（旧）観光協会をどうすべきかという話がどこでも大変な話になっている。地域の観光協会も自立していかなければならない。観光協会の人材育成を含め、組織の強化もどこかに入れることも考えられる。
永山委員長　　第６「施策の推進体制等」で「観光振興を推進するにあたり人と組織のあり方を検討する」旨の記載を検討してもらうということでよろしいのではないか。

高橋委員　　　観光協会の立場としては、市町村合併が進み、新潟県も112あった市町村が31になっている。リーダーとなる人材の育成も必要だが、一番必要なのは、観光客を案内する観光ガイドの人材育成。新潟県でも一部でやっているがまだまだ足りない。おもてなしの一環でもある。単に旅館に行ってサービスがよかったということも大事であるが、史跡や文化など、各地でこれだということを案内してくれる人がいないと、１回２回来た人には説明がないと、せっかく良いものがあっても、なんだこんなものかと、もう来ないと思われてしまう。こういったガイドの養成も人材育成を含んでいるのかどうか。
事務局　　　　人材は、地域づくりのリーダーからボランティアガイドを含めたガイドなど、すべてを包含されており、観光に関する人材ということ。行動計画の中で具体的な内容を位置づけていくこととし、条例の中では大きく「人材」という表現になると思う。

永山委員長　　第６　施策の推進体制等の中で、人と組織については４か５に一項目残すということにしたいがどうか。
事務局　　　　県として、観光の振興をする組織あるいは人材育成に対してどの程度踏み込んで記述ができるかについては、次回までには検討したい。
永山委員長　　支援と助言、要請という表現があるので、それほど県として心配するようなことはないかと思う。県条例でこういった形で出すのであれば、もっと広がっていくところもある。県は、で始まるところであり、うまく検討していただきたい。

野澤委員　　　観光地のサービスを評価し公表するという切り口については、観光地を扱っている者としては、今はそういう時代なのだろうと、これをしっかり受け入れなければならないと思っている。ただ、関係者に対し助言、要請を行うだけでなく、支援もしていただきたい。評価をされた以上、多少の支援があれば、評価をきちんと受け入れてみんなで良い新潟県の観光地をつくれないかと、かけ声をかけることができる。

事務局　　　　（３）の「評価、公表」を明言したというころは、逆に評価する方の責任も非常に重いものだと思っている。思いつきだけではなく、解決策を含めた助言をするということもある。場合によって違うが、それが（４）「財政上の措置」と合わせて読み込んでいただければありがたい。（３）でそこまで書くと（４）との切り分けもある。
永山委員長　　（４）で記載されているということでご理解いただきたい。
≪参考資料２「評価例」について≫
永山委員長　　条文についていただいたご意見を反映していただく。今ほど野澤委員から出た「評価」の部分について補足説明をお願いしたい。

事務局　　　　あくまでも例ということで作ったもの。全体のフローとしては、観光地の評価・調査を行い、その結果を公表するとともに、関係者へのフィードバック、または踏み込んで助言、要請ということになる。調査手法は例１、２のとおり。例３は結果の出し方となっている。
永山委員長　　これが評価ということではなく、例としてのイメージ。県知事の議会答弁でもあったとおり、調査分析を行いたいということ。観光に関して県が調査をし、分析をする。その分析の中に評価が含まれるということ。この場で議論するよりも、次の段階でしっかりとやっていかないと、やり方によってはあまり良いものではなくなる。一般的に考えられるものであるということで例示いただいたということ。

事務局　　　　観光庁予算要求書５ページに「観光地満足度センサス」が記載されており、全国で統一基準で比較するという方向が示されている。国も県も議論しながら気を付けて取り組んでいくべきことだと考えている。
≪条例の名称について≫
永山委員長　　前回、条例の名称を宿題としていたが、ご意見をいただきたい。前回は他県の例として、北海道、高知、長崎、広島、岐阜、千葉を紹介した。ご意見がなければ基本的には「新潟県観光立県推進条例」に落ち着く。

高橋委員　　　パブリックコメントをすでに出したということであるが、県民の皆さんに名称を選んでもらうのが一番良いのでは。観光に対して理解が深まり、関心の高まりやＰＲにもなる。間に合うかどうか分からないが、そういうやり方はどうか。
事務局　　　　即答できかねるが、正式名称の他に愛称を公募するということも考えられるのでは。
髙木　委員　　名称はこれでよいと思う。一番大切なのはこれから作るアクションプランであり、（筑波代理）　地域の人と一緒にやっていく部分なので、その中で、親しみやすい愛称という形で

県民の参加を求めていく方が合っているのではないか。

高橋　委員　　条例の名称でなくとも愛称で公募ができればそれでよい。
永山委員長　　名称としては「新潟県観光立県推進条例」とし、リーフレット等に具体的に落とし込んでいく際には、親しみのある表現を使うことになるかと思う。

　

（議題終了）

事務局　　　　今後、委員のご意見並びにパブリックコメントにより県民のみなさんからいただいたご意見を踏まえて素案を修正し、条例案を作成する。また、12月県議会に条例案を提案するというスケジュールから、次回で委員会は最後として条例案を固めたいと考えている。パブリックコメントの締切の都合などから、次回は10月末ないし11月初めに予定したいと考えている。
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